
 

 

 

令和7年度 

上越市住宅リフォーム促進事業 

（子育て・若者夫婦世帯支援枠） 
上越市では、子育て・若者夫婦世帯の住環境の向上及び市内経済の活性化を図るため、子育て及

び家事負担軽減のための住宅リフォーム工事を施工業者に発注して実施する人に対し、その経費の

一部を補助します。 

 

○補助申請受付期間  

令和7年5月13日(火)～ 予算に達するまで 
※過去に住宅リフォーム促進事業の補助を受けた住宅等についても申請可能です。 

● 申請書は持参してください。（郵送での申請は受付しません。） 

・ 受付場所：上越市役所 建築住宅課（各総合事務所では受付しません。） 

・ 受付時間：市役所開庁日の午前９時から午後4時まで ※左記時間以外は、受付しません。 

  ◎申請額が予算額（１，０００万円）を超えた段階で、申請受付を終了します。 

 

＜ご注意ください＞ 

○契約は、補助金交付決定後に行ってください。（ 申請 → 交付決定 → 契約 → 工事着手 ） 

※ 補助金交付決定予定日    受付日から概ね２週間後 

   （郵送で交付決定通知を送付します。） 

 

○施工前・施工中・施工後の写真を忘れずに撮影し、申請時に施工前の写真、実績報告時に施工中、

施工後の写真を提出してください。 

※ 撮り忘れや不足があった場合、補助金の交付決定を取り消すことがあります。 

 

○事前に申請書類や要件をしっかりと確認してから申請してください。 

・申請書受理後に要件を満たしていないことが判明した場合は、補助金を交付することができ

ない場合があります。 

 

お 問 い 合 わ せ 

上越市都市整備部 建築住宅課 住宅対策係 

住 所 上越市木田１－１－３ 上越市役所木田第1庁舎3階  電 話 025-520-5786 
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１ 

1 事業の概要 

⑴ 補助対象者 

① 子育て・若者夫婦世帯※1 であり、かつ、市内に居住し、本市の住民基本台帳に登録されている

人、または定住を目的に空き住宅をリフォ－ムする個人（市外の方も含む）で、補助事業実績報告

書の提出期限までにリフォームを完了した空き住宅に住民票を移すことができる人。 

② 市税等を滞納していないこと。 

③ 公共下水道等が供用開始されている区域にある住宅については、申請時において公共下水道か農

業集落排水に接続済み、または当事業の補助対象工事で接続する、もしくは「排水設備等計画確認

申請書」を市ガス水道局管路課へ提出済みであること。 

④ 次の指定した期限までに補助事業実績報告書を提出することができること。 

・補助事業が完了した日から 1か月以内※2 

 【最終提出期限：令和８年２月２７日（金）】 

 

※1子育て世帯とは、「令和７年４月１日時点において、１８歳未満の子で扶養を受けているものが

一人以上いる世帯又は妊婦を含む世帯」をいいます。 

若者夫婦世帯とは、「令和７年４月１日時点において、本人又はその配偶者のいずれかが３９歳

以下である世帯」をいいます。 

※2「補助事業が完了した日」とは、工事完了後に代金を支払った日をいいます。 

 

⑵ 補助対象住宅 

① 補助対象者が所有し、かつ居住している市内の住宅等 

・店舗、事務所又は賃貸住宅等の併用住宅については、補助対象者の居住部分が対象 

・マンション等の集合住宅にあっては、補助対象者が専有する部分が対象 

② 補助対象者が所有し、定住を目的に再生する市内の空き住宅等 

 

⑶ 補助対象工事 

【子育て・若者夫婦世帯支援枠】（必須） 

対象工事費が 4万円以上（消費税込）で４ページに掲げるもの。 

【一般枠部分】 

令和７年度上越市住宅リフォーム促進事業（一般枠）パンフレットを参照 

※ 一般枠部分について、次の費用については補助対象となりません。 

１ 設計に要する費用 

（ただし、下水道接続工事にかかる設計費は補助対象。） 

２ 外構工事に要する費用 

（補助対象工事となっている塀・門の造り替え工事、玄関乗入れ口の舗装の新設・改修工事、

玄関乗入れ口のスロープ・手すり設置工事は除く。） 

３ 家電製品及び家具等の購入費用 

（設置に工事を伴わないもの及びエアコンの購入設置など軽微な工事で設置できるものなど。） 

４ その他、補助対象として認められない費用 

 



２ 

 

⑷ 施工業者の条件 

市内に本社を有する法人または住所を有する個人事業者に限ります。ただし、市外に本社を有する法

人または個人事業者により建築された住宅等をリフォームする場合は、当該事業者も可能です。（その場

合、建築したことを証明する書類または当時の確認申請の写しの提出が必要です。） 

 

⑸ 補助額 

【子育て・若者夫婦世帯支援枠】（必須） 

補助対象工事に要する費用の 50%とし、40万円を限度とします。 

（1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。） 

【一般枠部分】 

補助対象工事に要する費用の２０%とし、１０万円を限度とします。 

（1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。） 
 

 

⑹ 予算額 

1,000万円 

 

⑺ 補助金交付決定予定日 

受付日から概ね２週間後を予定 

（郵送で交付決定通知を送付します。） 

 

⑻ 申請方法 

申請書に必要事項を記載及び必要書類を添付のうえ、市役所木田第１庁舎３階建築住宅課に提出し

てください。郵送での申請は受け付けません。 

また、提出いただいた申請書類等は、返却できません。 

 

※ 詳しくは、５ページ「３ 申請時の提出書類」、７ページ「４ 申請から補助金入金までの流れ」

をご覧ください。 
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！！！ご注意ください！！！ 

 

１ 補助を受けようとする人は、必ず契約を行う前に申請し、補助金の交付決定を受けてから契約

し工事に着手してください。交付決定前の工事契約や着手は補助事業の対象外となります。 

 

２ 公共下水道または農業集落排水の供用開始区域にある住宅については、申請時において、次の

ア～ウのいずれかに該当していることが条件となります。 

ア 公共下水道または農業集落排水に接続済みであること。 

イ 当事業の補助対象工事で接続すること。 

ウ 「排水設備等計画確認申請書」をガス水道局管路課へ提出済であること。 

 

３ 建築基準法における改築、増築、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替で確認申請等が 

必要な場合には、以下の書類を申請時または工事着手前までに提出してください。 

ア 建築基準法第６条で定めている確認申請が必要な場合、その確認済証の写し 

イ 確認申請書の提出が必要な場合を除き建築基準法第１５条第１項に定める工事届の届出が

必要な場合、経由印が押印された工事届の写し 

※増築の例：吹きさらしの玄関ポーチやベランダを風除室等として囲う工事 

※大規模の修繕又は大規模の模様替の例：木造 2階建ての住宅で、屋根全面を野地板を含め、

ふき替える工事や、外壁全面を下地を含め張り替える工事 

 

４ 塀・門の造り替え工事をする場合は、申請時に付近見取図、配置図および構造詳細図の提出が

必要となります。また、市内準防火地域に指定されている地域の場合、補助金の交付申請時また

は工事着手前に建築基準法第 6条に定められた確認申請書の写しの提出が必要となります。 

 

５ この補助金は、国や都道府県、市の他の補助制度との同一工事での併用利用はできません。 

  また、工事内容が別であっても「一般枠」、「連たん家屋防火対策枠」、「空き家定住促進利活用

補助金」、「定住促進生家等利活用補助金」との併用利用はできません。 

 

６ 工事完了後の補助金実績報告時において、施工前、施工中、施工後の写真の撮り忘れや、添付

資料に不足があると、補助金交付決定を取り消す場合があります。 

※ 写真は、工事種別ごと・施工箇所ごとに撮影し提出してください。 

  なお、写真内又は写真を貼り付けた用紙の余白に、撮影日を記入してください。 
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２ 主な補助対象工事 

子育て・若者夫婦世帯支援枠の例 

 

 

表 主な補助対象工事一覧（子育て・若者夫婦世帯支援枠） 

 項目 具体例 

1 

 

子ども部屋の新設又は拡張に係る増

築工事 

 

 

・新たに子ども部屋を増築する工事 

・子ども部屋を拡張する増築工事 

2 
子ども部屋の居住環境又は住宅機能

の維持又は向上を図るための工事 

 

・畳部屋をフローリングにする工事 

・床暖房設備を設置する工事 

※エアコン設置工事は製品の購入が主のため、対象外とな

ります。 

 

3 

子どもが使用する居住環境又は住宅

機能における子どもの事故防止又は

被害の軽減を目的とする工事 

 

・衝突事故防止のためのドアストッパー又はドアクローザー

の設置や作り付け家具の出隅の面取りに係る工事 

・落下防止柵又は壁の設置工事 

・建具の指はさみ防止ストッパーやカバーの設置工事 

・進入防止や閉込防止にかかる鍵の設置や工事を伴うチャイ

ルドフェンスの設置工事 

 

4 

 

子どもの様子が把握しやすい間取り

にする工事 

 

 

・対面形式キッチンへの改修工事 

・子どもを見守れる間取りへの改修工事 

5 
家事の負担の軽減に資する設備を設

置する工事 

 

・ビルトイン食器洗浄機の本体の設置工事 

・ビルトイン自動調理対応コンロの本体の設置工事 

・掃除しやすいレンジフードの設置工事 

・工事を伴う宅配ボックスの設置工事 

※補助の対象は、ビルトイン食器洗浄機の製品金額及びその

部分の設置に伴う工事費のみです。 

 

 



３　申請時の提出書類

・　補助対象工事の内、子育て・若者夫婦世帯支援枠、一般枠の工事を分けて作成して

【子育て・若者夫婦世帯支援枠】

・　子育て及び家事負担軽減に資する工事について、内容や工事箇所が確認できる図面

　　　　　・　リフォームする附属家が記載されている納税通知書の「表紙」及びその附属家

②　母子健康手帳その他申請者又は世帯員が妊娠していることを確認することができる
書類の写し(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子がおらず、かつ、妊娠し
ている人がいる世帯に属する人に限る。)

【共通】

・　申請部分の工事着手前写真

　　　　対象住宅の所在地・所有者が分かるもので、令和7年度に発行されたものに限りま

　　　　　　の「課税明細書」部分の写し。

　　　　　・　居住している住宅が記載されている納税通知書の「表紙」及びその住宅の「課

　　　　　　税明細書」部分の写し。（６ページ参考）

　⑴　補助金交付申請書

　⑵　同意書

　⑶　事業計画書

　⑷　固定資産税・都市計画税納税通知書の写しなどリフォームする住宅等の所有者

　　　次の①～③のいずれかの書類を提出してください。

　　　が分かる書類

　　①　令和7年度固定資産税・都市計画税納税通知書の写し

　　　⇒「表紙」及び今回リフォームする住宅等が記載されている「課税明細書」部分の写し

　　　　す。

　　　　売買契約書の写しを提出してください。

　⑹　工事見積書の写し

　　※　対象住宅の購入後で間がなく、上記の書類に所有者が反映されない場合は、家屋の

　　　　※　車庫など附属家のリフォームを補助対象工事とする場合は、次の全ての写し

　　　　　が必要です。

　⑸　子育て・若者夫婦世帯であることが確認できる書類

　　　次の①～②のいずれかの書類を提出してください。

①　住民票

　　②　資産証明書（有料）

　　　　税務課・南北出張所・各総合事務所の窓口で、「家屋分」の資産証明書の交付申請

　　　をしてください。令和7年度に発行されたものに限ります。

　　　　※　居住している住宅と工事する附属家の所有者名義が異なる場合は、それぞれ必要。

　　③　登記事項証明書（登記簿謄本）（法務局にて有料）

　⑺　補助対象工事の内容や箇所が分かる写真や図面等

　　　 工事見積書の作成においては、下記に留意して作成してください。

・　補助対象工事と対象外工事を分けて作成してください。

・　子育て・若者夫婦世帯支援枠の工事は、カタログ番号等を記載してください。

　　　　 ください。

・　子ども部屋の新設又は拡張に係る増築工事を申請する際は、建物全体の図面

・　仕様等を確認するための製品等のカタログ
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【一般枠部分】

※「申請者と住宅所有者が異なる場合の提出必要書類（配偶者・親子関係の場合のみ該
当）」、「玄関乗入れ口の舗装の新設・改修工事及びスロープ・手すりの設置工事について」
は令和７年度上越市住宅リフォーム促進事業（一般枠）のパンフレットを参照

　　・　市外本社の業者による工事の場合は、「建築したことを証明する書類」等の提出。

　　・　空き住宅を再生する場合は、「工事完了後定住することの誓約書」の提出。

　　・　増築や大規模の模様替等で、3ページの３に該当する場合は、必要な書類の提出。

　⑻　その他必要な書類

　　・　対象住宅の申請者と所有者が異なる場合は、「住民票」または「戸籍抄本」の提出。

・　上越市住宅リフォーム促進事業（一般枠）のパンフレットを参照
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４　申請から補助金入金までの流れ

　⑴　手続きの流れ

上越市

① 申請（施工前写真の撮影） ② 受理・審査

 交付決定処理

④ 工事契約 ③ 補助金交付決定通知送付

⑤ 着手、施工中写真の撮影

※工事に変更が生じた場合

　⑥ 補助金変更交付申請書 ⑦ 審査後、補助金変更交付決定通知送付

※工事を取り止める場合

　⑥-2 補助金交付申請取下書 ⑦-2 受領後、事業取下承認通知送付

⑧ 工事完了

⑨ 施工後写真の撮影、工事代金支払い（←補助事業完了となる）

　 工事代金の領収書の受領

⑩ 実績報告 受理・審査、交付確定処理

　（補助金交付決定後から報告可能）

⑪ 補助金交付確定通知送付

（実績報告と併せて）

⑫ 補助金請求（請求書送付） 請求書確認

⑭ 補助金入金 ⑬ 補助金支払

■補足説明

　①：必要事項を記入のうえ、5ページの「３　申請時の提出書類」を提出してください。

　④：工事契約は、交付決定後です。

　⑤：施工中、施工後の写真の撮り忘れにご注意ください。実績報告時に提出がない

　  　 場合、交付決定を取り消す場合があります。

　⑩：実績報告は、⑨の補助事業完了から1か月以内に提出してください。

【最終提出期限：令和８年２月２７日（金）】

　⑫：補助金の振込先口座は、申請者名義の金融機関口座に限ります。

　⑬：補助金は市から申請者（施主）に支払います。

申請者
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⑵　工事に変更が生じた場合

　　⇒補助金変更交付申請書の提出

　　①　提出が必要な人：①申請した工事の施工業者や申請者を変更する場合。

　　　　　　　　　　　　②工事内容を大きく変更する場合。

　　②　提出時期：変更する前に速やかに提出してください。

　　③　提出先　：上越市役所建築住宅課

　　④　提出書類：ア　補助金変更交付申請書

　　　　　　　　　イ　変更後の見積書の写し及び図面等

　　※　工事費が減額となった場合、補助金額は変更交付申請額に基づいて減額します。

　　※　工事費が増額となっても、補助金額は当初の補助金交付決定額から増額しません。

⑶　工事を取り止める場合

　　⇒補助金交付申請取下書の提出

　　①　提出時期：取り止めすることが決まったら速やかに

　　②　提出先　：上越市役所建築住宅課

　　③　提出書類：補助金交付申請取下書

⑷　工事が完了し、工事代金の支払いが終了した場合

　　⇒補助事業実績報告書の提出

　　①　提出期限：工事代金を支払ってから１か月以内。【最終提出期限：令和８年２月２７日（金）】

　　②　提出先　：上越市役所建築住宅課

　　③　提出書類：ア　補助事業実績報告書

　　　　　　　　　イ　工事請負契約書（工事注文書と注文請書でも可）（※１）の写し

　　　　　　　　　　（変更契約した場合は、変更後または追加工事分の契約書の写しも必要）

　　　　　　　　　ウ　工事施工前（一般枠も申請の場合）、施工中及び施工後の写真（※２）

　　　　　　　　　エ　工事代金の領収書（※１）の写し

　　　　　　　　　オ　変更後の見積書の写し

　　　　　　　　　　　（工事費に増減があった方で、「補助金変更交付申請」をしていない場合、

　　　　　　　　　　　提出必要（値引きのみの減額は不要））

　　　　　　　　　カ　確認済証または工事届の写し（増築等の場合必要）

　　　　　　　　　キ　補助金請求書

　　※１　契約書・注文請書・領収書には、印紙税法で定められている工事請負金額及び領収金額

　　　　に応じた収入印紙が貼ってあること。

　　※２　現像した写真は、用紙に貼り付け、撮影日を記入してください。

　　　　　施工前の写真は工事着手の概ね1か月以内のものとしてください。

⑸　その他

　　①　事業完了後、工事内容によっては現場を確認させていただく場合があります。

　　②　補助金の交付決定を受けた方が、虚偽その他の不正により補助金の交付を受けたとき、

　　　または交付決定に付した条件に反したときは、補助金の交付決定を取り消すこともあります。

         　なお、既に補助金が支払い済みである場合は、補助金の返還を求めます。
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９ 

子育て・若者夫婦世帯支援枠について 

ご質問にお答えします。 

＜補助対象者＞ 

Ｑ１ 

子育て・若者夫婦世帯とはどのような世帯

ですか？ 

Ａ１ 

次のいずれかの世帯が該当します。 

①令和７年４月１日時点において、１８歳未満の子で扶養

を受けているものが一人以上いる世帯又は妊婦を含む世

帯 

②本人又はその配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実

上婚姻関係にある人又は上越市パートナーシップ・ファ

ミリーシップ宣誓制度に関する要綱（令和６年２月１日

実施）に基づき宣誓をしている人若しくは他の自治体に

おいて同様の宣誓をしている人を含む。）のみで構成さ

れる世帯で、令和７年４月１日時点において、本人又は

その配偶者のいずれかが３９歳以下である世帯 

 

＜補助対象工事＞ 

Ｑ２ 

家事の負担に資する設備を設置する工事に

ついて、ビルトイン食器洗浄機付きシステム

キッチンを設置する場合、システムキッチン

全体が補助対象工事となりますか？ 

Ａ２ 

補助の対象は、ビルトイン食器洗浄機の製品金額及びその部

分の設置に伴う工事費のみです。 

工事費見積書は、システムキッチン全体における「ビルトイ

ン食器洗浄機の製品金額及びその部分の設置に伴う工事費」と

「それ以外の製品金額及びその部分の設置に伴う工事費」の別

が確認できるようにしください。 

ビルトイン自動調理対応コンロ、掃除しやすいレンジフー

ド、工事を伴う宅配ボックスについても同様です。 

 

Ｑ３ 

掃除しやすいレンジフードとはどのような

ものですか？ 

Ａ３ 

カタログにおいて「自動洗浄、お掃除不要、お掃除が簡単等」

の記載があるレンジフードを指します。申請時において、その

ことを確認するためカタログの提出が必要となります。 

 

問い合わせ先：建築住宅課 住宅対策係 ＴＥＬ：025-520-5786 

 



 

  
   

 次のとおり交付くださるよう申請します。 

令和   年   月   日 

 (宛先)上越市長 

申 請 者 

住 所 

〒   － 

 

 

氏名又は名称
（ふりがな）

 

                        

 

 

 

  

電 話 番 号  

補 助 事 業 の 

目 的 及 び 内 容 
 居住環境の向上を図るため住宅のリフォーム工事を行うもの 

 

収 入 支 出 

区 分 金 額 区 分 金 額 説 明 

事
業
費
（
子
育
て
・
若
者
夫
婦
） 

市 補 助 金 ,000円 補助対象工事費 円 
工事概要 

自己資金ほか  円  円 

計 
円 

計 
円 

事
業
費
（
一
般
） 

市 補 助 金 ,000円 補助対象工事費 円 
工事概要 

自己資金ほか  円 
補助対象外経費 

（       ） 
円 

計 
 円 

計 
 円 

交付を受けようと

する 補 助 金 の 額    
，０００円 

補 助 事 業 の 

完了予定期日 
令和  年  月  日 

同 上 算 出 基 礎 

 
 

            円×0.5 ＝            ，０００円 

※千円未満は切り捨て、上限 40万円 
 
 
            円×0.2 ＝            ，０００円 

※千円未満は切り捨て、上限 10万円 
 

そ の 他 同意書、事業計画書、図面等 必要書類を添付 

 

(上越市暴力団の排除の推進に関する条例に基づく暴力団の排除のための誓約) 

 (1) 補助金を暴力団の活動に使用しません。 

 (2) 補助金の交付の対象となる事業により暴力団に対し利益を供与することはありません。 

 (3) (1)又は(2)に反する場合は、この申請を却下され、補助金の交付の決定を取り消され、 

又は交付を受けた補助金を返還することを承諾します。 

   □ 上記について誓約します。(□にレ点を記入してください。) 

①+⑤ 

⑦(⑤+⑥) ⑩(⑧+⑨) 

⑥ ⑨ 

④ 

⑧ 

上越市住宅リフォ－ム促進事業補助金（子育て・若者夫婦世帯支援）交付申請書 

① 

⑤ 

① ④ 

⑤ 

② 

③(①+②) ④ 

⑧ 



 

(審査欄) 

補助金の名称 
上越市住宅リフォーム 

促進事業補助金 
交付決定額 ，０００円 

所在地コード 底地番 建築確認申請 

  要  ・  不要 

※審査欄は、申請者において記載しないこと。 



同 意 書 
 

（宛先）上越市長 

 

 

 上越市住宅リフォーム促進事業補助金（子育て・若者夫婦世帯支援）交付申請内容の

確認のために必要があるときは、住民登録の状況、市税等の納税状況、公共下水道等へ

の接続状況、固定資産税の課税状況、市の他の制度の活用状況について上越市が関係当

局に照会を求めることに同意します。 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

住   所   

 

上越市 

 

同意者                                             

 



 

事業計画書 

対象住宅の所在地 上越市 

対象住宅の種別 

□ 専用住宅 

 

□ 併用住宅 

[床面積：住居部分       ㎡ 住居以外の部分       ㎡] 

□ 集合住宅 

 

□ 附属家 

国や都道府県、本

市の他制度による

助成の有無 

□ 有 （制  度  名                        ） 
 
    （対象工事内容                        ） 

□ 無 

公共下水道または

農業集落排水への

接続状況 

□ 接続済み 

□ 接続していない 

□ 公共下水道または農業集落排水が供用開始している区域 

□ 公共下水道または農業集落排水が供用されていない区域 

工事等内容※1 

 

 

 

 

 

工事予定期間 令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

施工業者※2 

所 在 地  

名 称  

電 話 番 号  

担当工事内容  

所 在 地  

名 称  

電 話 番 号  

担当工事内容  

  ※1 工事等内容欄については、別途、工事前写真及び図面等を添付ください。 

※2 施工業者欄については、契約ごとに記入してください。 



誓 約 書 
 

 

（宛先）上越市長 

 

 

上越市住宅リフォーム促進事業補助金（子育て・若者夫婦世帯支援）の交付申

請にあたり、現在、対象住宅に居住していませんが、リフォーム工事完了後、

事業実績報告までに住民登録し定住することを誓います。 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

住 所                       

 

 

氏 名                       



建築証明書 

 

建築主の住所  

建築主の氏名  

建築物の所在  

住宅の種別  

工事完了年  

備 考  

 

上記のとおり、建築したものであることを証明します。 

令和  年  月  日 

 

（施工業者）住  所 

氏  名                  印 

電話番号 

 

 

 

 



 

  
   

 次のとおり変更交付くださるよう申請します。 

令和   年   月   日 

 (宛先)上越市長 

申 請 者 

住 所 

〒   － 

 

 

氏名又は名称
（ふりがな）

 

                        

 

 

 

  

電 話 番 号  

補 助 事 業 の 

目 的 及 び 内 容 
 居住環境の向上を図るため住宅のリフォーム工事を行うもの 

 

収 入 支 出 

区 分 金 額 区 分 金 額 説 明 

事
業
費
（
子
育
て
・
若
者
夫
婦
） 

市 補 助 金 
,000円 

（   ,000円） 
補助対象工事費 

円 

（     円） 

工事概要 

自己資金ほか 
 円 

（     円） 
 円 

計 円 

（     円） 
計 円 

（     円） 

事
業
費
（
一
般
） 

市 補 助 金 
,000円 

（   ,000円） 
補助対象工事費 

円 

（     円） 

工事概要 

自己資金ほか 
 円 

（     円）        

補助対象外経費 

（       ） 
円 

（     円） 

計  円 

（     円） 
計  円 

（     円） 

変更交付を受けよう

と する 補 助 金 の 額    

,000円 

（     ,000円） 

補 助 事 業 の 

完了予定期日 
令和  年  月  日 

同 上 算 出 基 礎 

 
 

            円×0.5 ＝            ，０００円 

※千円未満は切り捨て、上限 40万円 
 
 
            円×0.2 ＝            ，０００円 

※千円未満は切り捨て、上限 10万円 
 

そ の 他 変更後または減額分の見積書の写し及び図面等を添付 

※ 事業費の各金額欄の上段には、今回変更する金額を記入すること。 

下段の（ ）には、変更前（＝当初申請時）の金額を記入すること。 
 
 
 
 
 
 

①+⑤ 

⑦(⑤+⑥) ⑩(⑧+⑨) 

⑥ ⑨ 

④ 

⑧ 

上越市住宅リフォ－ム促進事業補助金（子育て・若者夫婦世帯支援）変更交付申請書 

① 

⑤ 

① ④ 

⑤ 

② 

③(①+②) ④ 

⑧ 



(審査欄) 

補助金の名称 
上越市住宅リフォーム 

促進事業補助金 
交付決定額 ，０００円 

所在地コード 底地番 建築確認申請 

  要  ・  不要 

※審査欄は、申請者において記載しないこと。 


